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☆知的財産関連ニュース報道（韓国版） …… ⑹☆平成以降の主要な商標法の改正探訪（３） ⑴

前回の４月27日（水）号における「平成以降の主
要な商標法の改正探訪（２）」においては、平成８年
改正を記したので、今般は、それに続く平成11年改
正から平成18年改正までを記したい。

５．平成11年改正（マドリッド協定議定書
への加入に伴う改正、金銭的請求権等）
企業の国際的な展開の活発化に伴い、国内はもち

ろん、海外においても、商標権の取得を簡易、迅速
に行う必要が高まっていた。そこで、設定登録前の
商標の金銭的請求権制度の導入を図り、商標権の取
得を簡易、迅速かつ低廉に行う国際的枠組みといえ
る「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定
書」（以下「マドリッド協定議定書」という。）へ加
入し、その円滑な実施を図るための改正が行われた。
特に、マドリッド協定議定書については、特許庁
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